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　池田町（長野県北安曇郡）で、９体のご当地めいすいくんが活躍
しています。デザインは地域おこし協力隊の隊員によるもので
す。2025年参院選では、選管職員が手作りで缶バッジにして活
用したそうです。ちなみに池田町は1965年に「明るく正しい選挙
の都市宣言」を制定しています。

ご当地めいすいくんのニューフェース

作品評 小林恭代・文部科学省教科調査官

明るい選挙啓発ポスターコンクール　令和6年度文部科学大臣・総務大臣賞作品（一部を紹介）
伊藤 緋奈乃　
岐阜県海津市立城山小学校1年（受賞時）

　色とりどりの投票用紙を持った人々の表
情が明るく、背景にははっきりとした色を
組み合わせて、楽しい雰囲気の作品となっ
ています。選挙に行くことで、皆が笑顔で
暮らせますようにという願いが伝わってき
ます。

渡邊 悠真　
山梨県富士吉田市立下吉田東小学校2年（受賞時）

　投票箱に描かれている風景は、普段の暮
らしが明るく、安心なものであってほしい
という思いの表れでしょうか。投票する手
が箱に向かってぐんと伸びて、選挙に行く
ことで未来を変えていこうという気持ちが
伝わってきます。

森山 忠信　
島根県松江市立出雲郷小学校3年（受賞時）

　たくさんの人々が空の上の虹や雲の上を
並んで歩いていて、中には雲にぶら下がった
人もいます。手に持った投票用紙は、投票箱
に吸い込まれていきます。こんなふうに、夢
と希望をもって選挙に行けたら素敵ですね。

土信田 恋咲　
千葉県我孫子市立我孫子第一小学校4年（受賞時）

　小さな魚が集まって大きなクジラにな
り、中には、「願い」という文字を描く魚た
ちもいます。選挙では、一人一人の一票を
大切にしているということを、見事に伝え
ています。作者のアイデアが光る作品です。

中村 にいな　
福井県敦賀市立松陵中学校1年（受賞時）

　海辺を颯爽と自転車で走る姿、青い空、
さわやかな風が吹き抜けるようなすがすが
しい場面を表しています。「18歳　私の票で
色づく明日」という文字と相まって、明るい
選挙のイメージが豊かに伝わってきます。

川下 栞奈　
兵庫県姫路市立広畑中学校1年（受賞時）

　｢開こう明るい未来を｣というメッセージ
を、ファスナーを開けるという行為と重ね、
花や羽ばたく鳥にも未来への思いを託し
て、画面に効果的に配置しています。主題
をどのように表現していくかよく考えられ
た作品です。

てるみんめいすいくん ふ～みんめいすいくん ワインの里めいすいくん

ハーブの里ラベンダーめいすいくん 七色大カエデめいすいくん 毘沙門天立像めいすいくん 池田町発祥の地
ごりょうの木めいすいくん

こども家庭センター
にこまるただしくん

北アルプスめいすいくん
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　女性参政権80年にあたり、私は大学の男女共
同参画や地域の男女共同参画計画等に携わって
きましたので、男女共同参画の視点から女性の
政治参画と明推協について見つめ直してみたい
と思います。
男女共同参画社会と女性の政治参画

　男女共同参画社会とは、男女が性別にかかわ
らずに、その個性と能力を発揮できる社会で
す。実現すれば、社会にイノベーションや持続
的な発展をもたらします。その社会の基本理念
を示した「男女共同参画社会基本法」は、1999年
6月に公布・施行されました。積極的な改善措
置（ポジティブ・アクション）も認められてお
り、5年ごとに「男女共同参画基本計画」が策定
されています。今年は第５次基本計画の計画期
間の最終年です。「女性活躍推進法」や「政治分
野における男女共同参画推進法」等も施行さ
れ、諸制度が整備されてきました。
　さて、男女共同参画社会の実現のためには、
政策・方針決定過程へ「参画」することが肝心で
す。特に女性の政治参画は重要ですが、国民の
半数は女性なのに、議会に女性議員が少ない
「過少代表」の状況が続いています。国は、「指
導的地位に占める女性の割合」について、「2020
年30％」という目標を2003年から掲げてきまし
た。（30%は有為な変化が起きる分岐点と言わ
れます。）しかし、目標達成できず、現在は「2020
年代の可能な限り早期に30%」と再設定されて
います。「候補者に占める女性の割合」の目標
は、「2025年までに35％」ですが、今年の参議院
選挙も含めて未達成でした。女性の政治参画は
進んできたとはいえ、クオータ制等を行う諸外
国と比べて、日本の遅れが際立っています。背
景には、長年にわたり人々の中に形成された固

定的な性別役割分担意識（「男は仕事、女は家
庭」、「政治は男性が行うもの」等）や無意識の偏
見（アンコンシャス・バイアス）があり、男女双
方の意識改革が不可欠です。
男女共同参画の視点から見た明推協

　次に、明推協について見つめ直してみます。
私は、明推協の目的である「民主主義の健全な
発展」のために、女性の政治参画に取組む時が
来たと思います。地方では人口減少と議員のな
り手不足が深刻で、ハラスメントや偏見等が女
性の政治参画の障壁となっています。地方議会
との連携や、被選挙権を含めた主権者教育・啓
発活動が急務です。組織の面では、やはり協議
会・選管の委員・職員に占める女性割合を増や
すことが大切です。啓発・広報については、自
治体発行の「男女共同参画の視点からの広報ガ
イドライン」等を参考に、次の観点でチェック
を行うことを提案します。①性別によって役
割・イメージを固定化していないか。②男女対
等な関係になっているか。③男女いずれかに
偏った表現になっていないか。④女性をむやみ
に「アイキャッチャー」にしていないか。
　本県では、昨年から上記のチェックを行い、
児童・生徒用の啓発教材を改訂し、「県議会ナ
ビ」と「議会の主権者教育リーフレット」の二次
元コードを追記しました。今年は、「やまがた
社会共創プラットフォーム」（県内の産官学金等
の団体）に加盟し、「主権者教育・選挙啓発活動
活性化プロジェクト」を山形大学と連携して開
始しました。連携・ネットワークをとおして、
女性の政治参画につながる主権者教育を探究し
ていきたいと思います。

男女共同参画の 
視点から
山形県明るい選挙推進協議会会長　井上 榮子

明推協リレーコラム

いのうえ えいこ　山形県立高等学校長、山形大
学男女共同参画推進室（現：ダイバーシティ推進
室）准教授、山形市・長井市男女共同参画審議会長
等を務め、2024年より現職。
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�衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙での
当選者に占める女性の割合
　衆院選では、初の男女普通選挙として1946年
（昭和21年）に行われた第22回衆院選での女性当
選者の割合は8.4％（全体464人中39人）でした。
2024年（令和6年）10月の第50回衆院選での女性
当選者の割合は15.7％（465人中73人）で、過去

最多です。参院選では、1947年（昭和22年）の第
1回参院選での女性当選者の割合は4.0％（250
人中10人）でした。2025年7月の第27回参院選
での女性当選者の割合は33.6％（125人中42人）
で、過去最多です。非改選議員と合わせると女
性議員は73人で、過去最多です。

�女性議員・大臣が少ない理由、クオータ制導
入の賛否
　明るい選挙推進協会
　第50回衆院選（令6）全国意識調査
「日本で女性議員が少ないのはなぜだと思われ
ますか」→表１
　男女別の回答で差が大きいのは「政治に関心
のある女性が少ないから」で、男性の11.8%が
選択しているが女性は7.8%。その他2ポイント
以上の差があるのは「政治活動は家庭と両立し
にくいから」だけ。ただし、男女の意見の相違
は若い有権者の間では顕著で、「政治に関心の
ある女性が少ないから」は男性の18-29歳で

18.3%、30-49歳で10.1%が選択しているが、女
性はそれぞれ4.0%と4.8%に過ぎない。一方、
「政治活動は家庭と両立しにくいから」は女性の
18-29歳が24.0%、30-49歳が26.2%に対して、
男性はそれぞれ3.3%と19.5%。女性の政治にお
ける過少代表に対して女性は外在的要因を挙
げ、男性は女性の自発的選択や選好の問題と捉
える傾向がある。
「日本で女性の大臣が少ないのはなぜだと思わ
れますか」→表２
　男女の差が大きいのは「大臣に相応しい能力
や実績を持つ女性議員が少ないから」で、男性
は33.4%が選択しているが、女性は19.7%に過

　女性参政権が1945年（昭和20年）12月に改正
された衆議院議員選挙法で認められてから、
2025年（令和7年）で80年になります。2025年に
行われた参院選の当選者に占める女性の割合
は、はじめて3割を超えましたが、まだ少ない
状況にあります。この特集では、女性の国会議

員の割合の推移や女性の政治参画に関する男
女の意識の差を確認するとともに、女性参政
権獲得の歴史、現状認識と女性議員の増えな
い理由、国内地方議会やアメリカでの女性議
員を増やす取り組みに関する情報を提供し、
女性の政治参画について考えます。

女性参政権80年と女性の政治参画特集

衆議院議員総選挙
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ぎない。もう一つ差が大きいのは「世論が男性
の方を大臣としてふさわしいと思っているか
ら」で、男性は18.3%だが、女性は27.3%。男性
が女性大臣の少なさを女性政治家の資質の問題
と考えがちなのに対して、女性はその原因は世
論にあると考える傾向にある。ただし、この2
つの選択肢については、年齢によって男女の差
が縮小したり拡大したりする傾向はない。年齢
と共に顕著に男女差が拡大するのは「女性は男
性以上に、大臣としての資質を厳しく問われる
から」で、70歳以上だと男性7.9%、女性10.5%
で2.6ポイントの違いがあるが、18-29歳になる
と男性5.0%に対して女性17.3%と差が12.3ポイ
ントに拡大する。若い女性が、いわゆる「ガラ
スの天井」の存在をより強く意識している。

「女性の国会議員を増やすために政党が候補者
の一定数を女性に割り当てるクオータ制を導入
するべきだという議論があります。導入する必
要があると思いますか」　必要は男性39.5%、
女性43.0%で女性の方が多い。不要は男性で
42.3%、女性で29.5%と大きな開きがある。「わ
からない・無回答」は男性で18.2%、女性は
27.5%。世論調査における一般的傾向として女
性は政治的意見を明確にしない割合が、男性に
比べて多いことは知られている。クオータ制が
必ずしも広く知られていないことも原因かと思
われるが、それでも女性が9.3ポイント以上高
いことの説明にはならない。ただし、この傾向
は50-69歳と70歳以上に見られ、18-29歳では男
女差は4.4ポイント、30-49歳では基本的にない。

参考資料　内閣府男女共同参画局サイト
�政治分野における女性の参画状況・
施策の推進状況の見える化

�政治分野における男女共同参画の推
進に関する法律

�女性の政治参画への障壁等に関する
調査研究（令和6年版）

�男女共同参画に関する国際的な指数

（％）

表1 女性議員が少ない理由
男性 女性

18-29歳 30-49歳 50-69歳 70歳以上 全体 18-29歳 30-49歳 50-69歳 70歳以上 全体
政治に関心のある女性が少ない
から 18.3 10.1 8.1 15.8 11.8 4.0 4.8 7.5 11.6 7.8

政治家という職業に魅力を感じ
る女性が少ないから 25.0 26.4 20.7 10.4 19.0 20.0 21.9 19.6 13.5 18.3

政治活動は家庭と両立しにくい
から 3.3 19.5 23.7 25.8 21.9 24.0 26.2 22.5 24.0 24.0

政党が本気で女性を発掘しよう
としないから 30.0 24.5 30.2 32.5 29.7 29.3 27.1 29.4 32.6 29.8

有権者が男性の方を政治家とし
てふさわしいと思っているから 16.7 14.5 11.9 11.3 12.6 17.3 14.8 14.4 13.5 14.5

その他・無回答 6.7 5.0 5.4 4.2 5.0 5.3 5.2 6.5 4.9 5.6

表2 女性大臣が少ない理由
男性 女性

18-29歳 30-49歳 50-69歳 70歳以上 全体 18-29歳 30-49歳 50-69歳 70歳以上 全体
首相が女性の登用に積極的では
ないから 30.0 17.6 20.0 14.2 18.4 16.0 19.5 18.0 19.5 18.6

世論が男性の方を大臣として相
応しいと思っているから 20.0 17.0 17.3 20.0 18.3 28.0 27.6 26.1 28.1 27.3

大臣に相応しい能力や実績を持
つ女性議員が少ないから 28.3 29.6 33.6 37.1 33.4 13.3 15.7 22.5 21.3 19.7

女性は男性以上に、大臣として
の資質を厳しく問われるから 5.0 8.2 7.5 7.9 7.6 17.3 18.1 12.7 10.5 13.8

女性は男性と比べて政治的な人
脈が乏しいから 5.0 8.2 9.5 8.8 8.6 10.7 6.7 6.5 8.2 7.5

わからない・無回答 11.7 19.5 12.2 12.1 13.7 14.7 12.4 14.1 12.4 13.2
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はじめに

　国立公文書館では、令和7年（2025）1月18日
（土）から2月24日（月・休）まで、企画展〈「普選」
と「婦選」―選挙権の拡大とその歴史―〉を開催
した。
　令和7年は、大正14年（1925）に満25歳以上の
男子に選挙権が与えられた改正衆議院議員選挙
法（男子普通選挙法）が公布されてから100年、
昭和20年（1945）の同法改正で婦人参政権（女性
参政権）が認められてから80年となる年であ
る。近代日本において選挙権がどのように拡大
していったのか、その歴史を当館所蔵資料を中
心にたどった展示であったが、本稿では、女性参
政権関連の展示内容について振り返ってみたい。
※�本文中において、展示資料名と、当館で資料検

索の際に用いる請求番号を適宜記載する。

治安警察法の改正

　明治22年（1889）2月11日、大日本帝国憲法と
同日に衆議院議員選挙法が公布された。衆議院
議員選挙法は、帝国憲法に規定された帝国議会
を構成する貴族院、衆議院のうち、衆議院の選
挙における選挙権、被選挙権、選挙区等を定め
た法律で、選挙権は、選挙区となる府県内に１
年以上本籍を置いて住居し、直接国税（地租及
び所得税）15円以上を納付する満25歳以上の男
子に限られた。被選挙権については、30歳以上
の男子で直接国税を15円以上納めた者に付与さ
れた。
　その後、明治33年に衆議院議員選挙法が改正
され、納税要件が直接国税10円以上に引き下げ

られた一方で、同年に治安警察法が公布され
た。これは明治23年公布の集

しゅう
会
かい
及
および
政
せい
社
しゃ
法
ほう
を引き

継いだもので、治安警察法では、その第5条第
1項で政治上の結社に加入できない者を列挙
し、その第5号に女子を挙げ、またその第2項
では、「女子及び未成年者」は政談集会に参加し
たり、その発起人になったりすることを禁じた
（「治安警察法・御署名原本・明治三十三年・法
律第三十六号」請求番号：御04291100）。
　衆議院議員選挙法では女性に参政権が認めら
れていなかったため、社会的に差別されていた
女性の解放を目指す運動が、明治44年に平塚明

はる

（ら
ら い ち ょ う
いてう）らによって結成された文学者団体の

青
せい
鞜
とう
社に始まり、平塚と市川房枝が大正8年

（1919）に設立した新婦人協会（1922年解散。運
動は1924年設立の婦人参政権獲得期成同盟会へ
引き継がれた。後に婦選獲得同盟と改称）は、
参政権の要求など女性の地位を高める運動を展
開した。
　大正10年には、平塚らが治安警察法第5条の
改正を求める請願を衆議院に提出した（「治安警
察法第五条中改正ノ請願ノ件」請求番号：纂
01587100）。この時の請願自体は採納されな
かったものの、翌年に同法は改正され、第5条
第2項から「女子」の文言が削除され、女性も政
談集会への参加が認められることとなった（た
だし、政治結社への加入は見送り）。

女性参政権を求める請願の提出

　その後も、女性参政権を求める多くの請願が
衆議院に提出された。例としては、大正14年
（1925）に、婦人参政権獲得期成同盟会の総務理

国立公文書館の展示でたどる女性参政権獲得の歴史
� 国立公文書館展示担当
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事であった久
く
布
ぶ
白
しろ
落
おち
実
み
らが市町村、道府県にお

ける政治に女性が参与することを求める地方自
治制改正の請願を提出（「地方自治制改正ノ請願
ノ件」請求番号：纂01720100）、その後も市川房
枝らが、女性も男性と同様に地方政治に参与す
ることを求め、北海道会法及び市制・町村制改
正の請願を提出し（「婦人ニ公民権付与ニ関スル
件（東京市四谷区坂町六十五番地著述業市川房
枝外一名呈出）」請求番号：請願00065100）、昭
和4年（1929）に衆議院で議決されたが、いずれ
も改正までには至らなかった。

女性参政権の実現

　昭和20年（1945）8月14日、日本はポツダム宣
言を受諾し終戦を迎えた。9月には連合国軍最
高司令官総司令部（GHQ）が東京に置かれ、連
合国による日本の占領が始まった。
　女性参政権を求める運動は、戦前、戦中も続
けられており、終戦直後の8月25日には、市川
房枝らが「戦後対策婦人委員会」を結成した。
　GHQは、日本政府に対して様々な改革の実
施を求めたが、その中には、同年10月にダグラ
ス・マッカーサーから幣

しで
原
はら
喜
き
重
じゅう
郎
ろう
内閣総理大

臣に伝えられた改革に関する意見があった。い
わゆる五大改革指令と呼ばれる意見には、「参
政権付与による女性の解放」が含まれていた。
マッカーサーの意見を受けたこともあり、政府
は女性参政権の実現を含む衆議院議員選挙法の
改正に向けた準備を進めていった。
　11月の枢密院における審査委員会において、
3回にわたって衆議院議員選挙法の改正案が審
査され（「衆議院議員選挙法中改正法律案帝国議
会ヘ提出ノ件外一件（十一月十九日（一回）～十一
月二十五日（三回）」請求番号：枢B00032100）、
ついに12月、衆議院議員選挙法が改正され、女
性にも男性と同じ条件で参政権が認められるこ
ととなった。選挙権、被選挙権に関する条文か

ら「男子」が削除されるとともに、選挙権年齢は
満20歳以上、被選挙権年齢は満25歳以上と、そ
れぞれ引き下げられた（「衆議院議員選挙法中ヲ
改正ス」請求番号：類02888100）。改正した衆議
院議員選挙法の下で昭和21年4月10日に行われ
た第22回総選挙では、39名の女性が当選した。
　なお、この日は休日ではなく平日（水曜日）で
あった。政府は「衆議院議員総選挙期日ニ於ケル
便宜供与ニ関スル件」（請求番号：類02958100）
を閣議決定し、投票日には官庁や学校を休日と
し、会社や工場も実情に応じて休日とするよう
に勧奨したほか、児童、生徒、学生を通じて棄
権防止を徹底させるなど投票を積極的に呼び掛
けた。こうした対策もあり、投票率は70％を超
えた。

おわりに

　昭和22年（1947）3月31日をもって最後の帝国
議会が閉会し、同年5月3日に日本国憲法が施
行され、新たに国会が誕生、貴族院に代わって
参議院が設けられた。参議院設置に先立ち、同
年2月には参議院議員選挙法が公布された。そ
して昭和25年には、衆議院議員選挙法と参議院
議員選挙法、地方公共団体の議会議員及び長の
選挙に関する法等を統合、一部改正する形で公
職選挙法が公布された。
　今から10年前の平成27年（2015）6月には、第
3次安倍晋三内閣の下で、公職選挙法等の一部
を改正する法律が公布され、満18歳以上の国民
に選挙権が付与された。選挙権年齢の引き下げ
は、昭和20年に満20歳以上となって以来70年ぶ
りであった。
　以上のように、明治時代以降、男子普通選挙
と女性参政権の実現という大きな節目を経なが
ら、日本の選挙制度は発展していった。ここに
至るまでには、時の政府内での議論と、国民に
よる粘り強い運動の積み重ねがあったのである。
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女性参政権－なぜ日本では女性議員
の数が少ないのか？

　「参政権」とは私たちの人権にかかわる重要な
権利であり、国民は主権者として直接的ないし
は間接的に国の政治に参加することができる。
この権利をもっとも分かりやすく表しているの
が、選挙の際に投票したり（選挙権）、投票され
たり（被選挙権）することだ。
　主権者として政治や公務に参加できる権利と
いうのは、私たちの人権を実現するためのもっ
とも大切な権利である。しかし、第二次世界大
戦後の1946年になるまで、日本の女性たちはこ
の重要な参政権を獲得し行使することはできな
かった。多くの女性たちの努力の果てに、現在
の女性たちは、この権利を得ているのだ。しか
し、婦人参政権の獲得からおおよそ80年が過ぎ
た今日、女性の参政権をめぐって、どのような
状況になっているのだろうか？
　総務省による調査（「衆議院議員総選挙・最高
裁判官国民審査結果調」）を見ると、女性が参政
権を獲得して初の衆議院選挙（1946年）で8.4％
に上った女性議員の比率は、その後は5％未満
にまで下がり、2000年代に入っても10％以下の
低水準を保ち続けてきた。現在、日本の衆議院
議員における女性比率は15.7％（2024年10月時
点）であり、直近の参議院選挙では女性当選者
が過去最多となり、当選者全体に占める比率は
34％になった（日経新聞、2025年7月21日「女性
当選者は最多42人 参議院選挙、全体の3分の
1」）。
　地方における女性議員比率も似たような状況
だが、都市部では女性比率が比較的高くなって

いる。例えば、東京23区の特別区議会では女性
議員が36.8％と高く（3人に１人が女性議員とい
うことになる）、政令指定都市議会でも23.6％
である。他方、都道府県議会や町村議会におけ
る女性議員の比率は15％前後であり、女性議員
の少なさが顕著である。非都市圏での女性議員
の少なさは改善されるべきである。
　さらに、日本の女性議員の比率はOECD諸
国の中でも群を抜いて低い。実は、1980年代初
頭には押しなべて低かったOECD諸国の女性
議員比率は、その後の40年間で急速に上昇して
いる。例えば、日本とフランスでは、1980年代
には女性国会議員比率が5％未満だったにもか
かわらず、現在フランスの女性国会議員比率は
39.5％まで急上昇している。不思議なことに、
日本だけが国際社会の中で、大きく取り残され
ているのである。
　こうした状況を眺めてみると、ひとつの疑問
が浮かんでくる。それは、どのような障壁に
よって、日本社会だけがこれほど大きく差をつ
けられてしまったのか、という問いである。

女性議員を増やすための取り組みは
どのようなものか？

　「なぜ日本社会では女性議員の数が増えない
のか」という疑問について考えてみるために
は、この40年間に女性議員を増やしてきた国際
社会の試みを検証してみるのが良い。
　他の国々では実行されたのは、意識改革と制
度や構造の変革である。例えば、主要政党の党
首が女性議員を増やすための宣言やリーダー
シップを発揮する、女性候補者向けのセミナー
や勉強会を開催するなど、さまざまな意識改革

なぜ日本では女性議員の数が増えないのか？
� 東京大学大学院情報学環教授　田中 東子
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を行うことで、女性たちが政治参加する敷居を
下げてきた。同様に、この期間には制度改革に
も取り組まれてきた。もっとも知られているの
が、クオータ制と呼ばれる制度の法制化であ
る。クオータ制とは、議員の一定割合を女性に
割り当てるか、候補者の一定割合を女性もしく
は男女に割り当てるという制度だ（フランスで
は現在、男女ペアでの立候補が義務付けられて
いる）。
　日本でも2018年に「政治分野における男女共
同参画の推進に関する法律」が施行されたが、
候補者を男女同数とすべきとする規定が努力義
務でしかなく、法的強制力をもたないことか
ら、いくつかの政党では選挙公約などでクオー
タ制や女性候補者の増加について言及している
ものの、施行後も大きな効果を発揮していると
はいいがたい。
　国際社会においては、意識および制度の改革
によって実際に女性議員が増加している。であ
るならば、日本社会においても同様の施策を
行い、意識と制度の改革を行えばよいだけ、
のようにも感じてしまうが、しかしながら、な
ぜ国際社会のようには進んでいかないのだろ
うか？

改革を阻害している具体的な問題は
何であるのか？

　女性参政権を獲得して以降、「女性参政権70
年」や「女性参政権75年」のタイミングで、新聞
や雑誌では参政権に関する特集記事や論稿が掲
載され、日本社会の変わらなさについてさまざ
まな問題が指摘されてきた。
　こうした記事や論稿を読んでみると、問題の
指摘は正しく、正確に行われている。しかも、
世論調査の結果、女性議員が増えた方が良い、
と答える人の割合は、1989年の36％から2021年
の64％にまで飛躍的に増加しているという報道
もされている（朝日新聞、2021年5月2日「女性

参政権75年 前進は？」）。
　しかし、日本においては女性議員比率の上昇
は、遅々として進まず、なのである。その根本
的な原因はどこにあるのだろうか？ むろん、
女性たちがいまだに仕事と家庭（育児や介護
などケアワーク）の二重負担を強いられてい
ることや、特に女性政治家を狙ったSNSでの
誹謗中傷の多さや、選挙運動中にセクハラや性
暴力に合いやすいことや、「政治は男性のもの
である」という守旧的な意識の強さなど、具体
的な問題を指摘することは簡単である。しか
し、ここで上げたような課題は、諸外国でも同
様に生じている問題である。欧米でもアジア圏
でも、多くの女性たちが同様の問題に直面して
いる。
　私が、女性議員の増加を阻んでいるものとし
て指摘したいのは、もっと日常的な問題であ
る。それは、家庭や学校、職場など、日常生活
の各場面において、そもそも女性が役職やトッ
プの地位を占め、リーダーシップを発揮し、政
治的調停や交渉を行う場面が日本社会において
はあまりにも少ない、という点である。
　女性議員の増加をもたらすために何よりも重
要なのは、日常生活において女性が様々な活動
に参画し、地位を向上させ、リーダーシップを
発揮できる環境をつくることではないだろう
か。地べたからのジェンダー平等こそが、女性
の政治参画を、ひいては女性参政権の課題克服
につながるのである。

たなか とうこ　博士（政治学）。大妻女子大学教
授を経て現職。専門は、メディア論、フェミニズ
ム理論、カルチュラル・スタディーズなど。著書・
編著に『メディア文化とジェンダーの政治学』（世界
思想社、2012年）、『ジェンダーで学ぶメディア論』
（世界思想社、2023年）、共著に『選挙との対話』（青
弓社、2024年）等。
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　7月に行われた参院選では女性の当選者の割
合が33.6％を占め、非改選分も合わせると、参院
の女性の割合が29.4％となった。いずれも過去
最高である。国会だけでなく、地方議会でも女性
の割合は増えている。2023年の統一地方選では
９つの市区町村議会で女性が半数、あるいは過
半数となった。日本の地方議会は1,780ほどだか
ら、ほんのわずかではある。しかし、統一地方選
前は４つだったので、大きく増加したのである。
　地方議会は生活に直結する政策を扱い、ごみ
問題や教育、子育てなど身の回りのさまざまな
制度を変えることができる。そして、地方議員
は、国会議員となる人材のプールともなり得る。
ここでは、地方議会をはじめ、女性を政治の世界
に増やすための取り組みを紹介し、女性政治家
が増えたら何が変わるのかについて考察したい。

政治家へのハードルを下げる
　女性議員を増やすため、各地で多くの取り組
みがなされている、「塾」や「スクール」などが開講
されているのである。政治に関心があっても、身
の回りに政治家の知り合いなどがいなければ、な
かなか立候補には至らないだろう。国会に比べ
れば地方議会のほうがまだ身近ではあるが、そ
れでも気軽に立候補、というわけにはいかない。
　しかし、スクールに行けば、政策についてよ
り詳しく知ることもできるし、選挙キャンペー
ンのノウハウも具体的に教えてもらえる。これ
まではメディアを通じて知るだけだった政治家
とも直接言葉を交わすこともできる。「政策」
「選挙」「政治家」の解像度が一気に上がるのであ
る。政治や選挙がぐっと身近になり、自分でも
できるかもしれない、と具体的なイメージを持

つことができるようになる。
　また、このようなスクールに行くことで、
「政治家になりたい」という志を同じくする仲間
ができる。いわばコミュニティが生まれるので
ある。政治家を志し、準備をして、立候補をし
て選挙キャンペーンを行い、当選するまでは長
い時間がかかる。そんなときに、政治家志望者
同士のコミュニティは孤独になりがちな選挙準
備・活動を支える。仲間同士で励まし合い、情
報やノウハウを共有することで、モチベーショ
ンを保ち質の高い活動が可能になる。
　つまり、女性政治家が増えるためには、教育
の機会とロールモデル、コミュニティが鍵にな
るのである。これらがあれば女性たちにとって
政治家になるハードルは下がり、具体的なイ
メージが持てて、やってみようというマインド
セットになるのである。

政治家、大学教授、若い世代…さまざまな主催者
　各地のスクールの具体例を見てみよう。
　衆院議員で、参院議員も務めた円より子氏が
1993年に始めた「女性のための政治スクール」は
このようなスクールの草分けである。30年以上
続き、延べ1,300人以上が参加し、国会議員9
人、地方議員130人以上を輩出した。講義や視
察、ディベートなどを通じ、経験者が新たな候
補者に心構えや実務を伝える場にもなっている。
　上智大学の三浦まり教授とお茶の水女子大学
の申きよん教授による「パリテアカデミー」は
2018年に設立、市議選を想定した選挙準備演習
を実施し、20人以上の政治家を誕生させた。
　20代や30代の若い世代が中心のスクールもあ
る。村上財団による若年女性対象の支援塾は講

あちこちで芽吹く女性議員を増やす取り組み
� 朝日新聞編集委員　秋山 訓子
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義に加え100万円の支援金を提供している。能
條桃子氏らが中心になってできた「FIFTYS 
PROJECT（フィフティーズプロジェクト）」は
2023年の統一地方選に向けて2022年に創設さ
れ、29人の候補者を支援し、そのうち24人が当
選した。2027年の統一地方選に向けても取り組
みが始まっており、ジェンダーを学ぶゼミナー
ルなども開講している。能條氏はこのようなス
クールの意義について「各地で孤立しがちな候
補者・議員たちがつながり、支え合える場所が
あることで、がんばれる人たちがいるのではな
いかと思う」と語る。

自分の眠れる力に気づく
　地方でも取り組みが広がっている。鹿児島県
南さつま市の平神純子市議は1996年に「鹿児島
県内の女性議員を100人にする会」を立ち上げ、
候補者発掘や選挙支援を地道に実施してきた。
兵庫県小野市は自治体主導で「塾」を開設して女
性市議が増えた珍しい例だ。「おのウィメン
ズ・チャレンジ塾」を開設し、参加者はスピー
チやファシリテーションの訓練、女性議員や市
長との交流を通じて自信を高め、2011年には6
人が立候補し3人が当選、2023年には市議16人
中7人が女性となった。同種の塾は県内の他自
治体にも波及し、養

や
父
ぶ
市などで同様の講座が開

かれ、複数の当選者を輩出している。
　小野市の男女共同参画担当課長時代から、こ
れらの塾にかかわってきた中村和子さんは「人
前であまり話したことがない女性たちでも、ト
レーニングすればわかりやすく話せるようにな
る。そうやってどんどん自信をつけて、自分た
ちの中の眠れる力に気づく。仲間もできて、前
に進んでいけるようになる」と言う。

女性議員が増えたら変わること
　こうやって政治の世界に踏み出した女性たち
は、政策や政治のありようを変えていく。これ
までなかなか目が向けられなかった子どもや障

害者対策、シングルマザーの支援など、女性議
員が増えたために焦点が当たり、政策が実現し
た例は枚挙にいとまがない。
　国政で例を挙げると、1999年には自民党の森
山真弓、野田聖子両衆院議員など超党派の女性
議員が中心となって「児童買春・ポルノ禁止法」
が制定された。児童買春や児童ポルノが犯罪に
なるという概念が誕生したのである。
　それから、性犯罪の厳罰化もある。日本の性
犯罪に対する刑罰は軽く、国内外から批判が強
かった。2014年の安倍晋三内閣で松島みどり氏
が法相になると、就任の記者会見で問題を提
起。省内で議論をする仕組みを作ると表明し、
ここから議論が始まった。その後松島氏は選挙
区で「うちわ」を配ったことが公職選挙法にあた
るのではないかと追及を受け、わずか１カ月半
で辞任したが、その後に性犯罪の厳罰化を検討
する有識者会議が法務省内で始まった。そして
2017年に刑法改正に至るのである。
　これは、大臣という責任を持った存在に女性
がなることでこれまで目が向けられなかった問
題が表面化し、そして解決に向けて道筋がつけ
られた顕著な例であるといえよう。性犯罪の規
定の抜本改正は、1907年の刑法制定以来初めて
のことだった。女性が大臣の座につくことで成
果を出せたのである。
　このように、各地での草の根の地道な取り組
みで地方議会に女性が増えていけば、女性と政
治の距離が縮まり、空気も変わる。政策も変わ
り、人々が女性政治家の意義に気づく。そして
また女性議員が増え…という好循環になるので
はないか。その日は近い…と思いたい。

あきやま のりこ　政治や市民社会、多様性が専
門。近著に『女性政治家が増えたら何が変わるのか』
（集英社新書、2025年）。

今年５月に行われた、これまでの活
動を振り返り、２０２７年の統一地方選
に向けてキックオフの意味も込めた
「FIFTYS PROJECT FES.2025」。
撮影：案納 真里江
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　アメリカの選挙では小選挙区制が主流で、政
党に女性候補者を一定割合立てることを義務付
けるクオータ制はない。予備選挙で党指名を獲
得し本選挙で勝つには多大な費用がかかり、選
挙戦では中傷も飛び交う。女性が政治に飛び込
むためのハードルは高く、連邦議員に占める女
性は長年2割未満だった。これが近年ようやく
3割に近づいている。女性議員増加を後押しし
てきたのが、女性候補者を育成・支援するメカ
ニズムである。
　二大政党（特に民主党）は、全国大会に送り込
む代議員や全国・州党組織役職に対して一定の
男女同数ルールを設け、女性活動家が政治的経
験を積む場を提供してきた。しかし、女性の政
治参加促進により大きな役割を果たしてきたの
は、政党とは独立した様々な民間団体であり、
全国組織で予算規模の大きいものから、ローカ
ルで手作りの組織まで無数にある。
　以下、アメリカ女性政治センター（CAWP：
全米女性公選職者に関するデータを網羅的に収
集するラトガース大学の研究機関）が提案する、
女性の政治参加を促進するためのアイディア一
覧（https://cawp.rutgers.edu/blog/womens-�
definitive-guide-getting-political）を参考に、
多様な団体や意欲ある個人が分担する活動の全
体像を概観してみよう。
　立候補したい女性たち、それを支えたい女性
たちに垣根なく語り掛けるリストは、後者も前
者へ合流していくフローを想定していることを
思わせる。日本で参考にしやすいよう抜粋し説
明を加えたが、リストの順番はもとのままなの
で、アメリカで重視されている活動の順位も感

じ取れるはずだ。

女性議員を増やす
　選挙運動訓練プログラムに参加する。CAWP
が全米各地で開催するReady to Runのほか、
多様な団体がプログラムを提供している。選挙
で必要になる集金活動、政策立案、演説や記者
会見、広告作成等のためのスキル修得を助ける
実践的なものである。特に重視されているの
が、修了生同士のコミュニティ構築や、女性議
員やプロのキャンペーナーとの人脈づくり
（ネットワーキング）であり、これが選挙戦だけ
でなく当選後の女性議員を支えていく。
　適任の女性に立候補を勧める。女性は適任者
であっても男性と比べ議員や政党幹部から声が
かからないことが女性議員の少なさの背景にあ
るので、立候補要請は重要である。人材発掘と
リクルートに特化した団体もある。
　任命職につく。政治任用ポストの多いアメリ
カでは、これも重要な政治への入口である。地
域の問題を扱う委員会や政策説明会などに出席
し、専門性を身につけ、顔を売り、抜擢の機会
を待つ。空席の発生に備えて任命職に適任な女
性たちを登録しておく人材バンクを構築する団
体もある。
　男女の政治的平等を目的とした団体に参加す
る。地元に組織がなくてゼロから立ち上げる場
合は、他地域の先行団体を参考にしたり、連携
して姉妹団体として立ち上げることで初期コス
トを下げられる。
　選挙運動にボランティアで参加する。選挙運
動の現場や組織運営について学ぶことで、リー
ダーシップを身につけられ、自らの立候補への

＊�なんらかの理念、権利や政策の実現を促進するために声を上げ、政治過程などに働きかける活動。

アメリカ：女性議員を増やすための取り組み
� 学習院大学法学部教授　庄司 香
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ハードルも下がる。

寄付をする
　女性候補者に寄付する。女性候補者は男性と
比べ資金調達に苦労する傾向がある。この
ギャップを埋めるために、女性候補者に選挙資
金を提供する団体が多数あるが、自ら団体を立
ち上げてもよい。関連する法規則に抵触しない
よう、ガイドラインを熟読し、専門家の助言を
仰ぐことも重要である。
　アドボカシー 団体に寄付する。自分にとっ
て重要な政策を推進する団体に定期的に寄付す
ることで、女性候補者の支援につなげていくこ
ともできる。
　資金の流れを追跡する。候補者や関連団体が
資金をどこから調達し、どのように使っている
かを調べ、自身の資金の使い道について判断す
ることも重要だ。
　女性の公的リーダーシップを研究する機関や
学者の活動に寄付する。CAWPのウェブサイ
トには全米の支援団体のリストがあり、どのよ
うな活動をしているのかわかる。こうして集
積・分析された情報を女性候補者支援に活用で
きる。

市民ロビイストになる
　議会を傍聴する。議事運営について学び、自
分が関心のある問題に取り組んでいる公職者と
知り合いになることで、議員の世界が身近にな
る。
　議員に連絡を取る。手紙、Eメール、電話な
どで議員に意見を伝えることはアメリカでは市
民の権利とみなされ、個人だけでなく団体も積
極的に行う。

次世代を育てる
　女性政治家を授業に招き講演してもらう。女
性政治家が子どもたちに政治や政府について話
すことほど、効果的な方法はない。ロールモデ
ル  が子どもの世界観を変える。女性の政治的

リーダーシップに関する読書課題を生徒に与え
たり、ジェンダーの視点から議会見学・傍聴ツ
アーを行うのもよい。
　子どもたちに政治について話す。議会やその
他の公共イベントに子どもたちを連れて行く。
車で通りかかったら市役所を指差す。自治体で
変えたいと思うことについて話す。公務や行政
を子どもたちの生活の一部にする。
　女子生徒の政治的リーダーシップ育成に取り
組む団体に寄付する。若年層にアプローチする
団体は教育機関にアクセスするために党派中立
的なものが多い。早くから政治的キャリアを積
むことで、女性も政界の階段を登るキャリアパ
ス（パイプラインと表現される）に乗ることがで
きる。

リーダーシップ・スタイルを確立する
　公選職や政党の要職についている女性と話
す。なぜ立候補したのか、公務で一番良かった
ことは何か、どうすれば役に立てるか、聞くこ
とで、自分を鼓舞するインスピレーションを得
られる。女性公職者に関する伝記を読むのもよ
い。
　自分らしい「人前での話し方」を見つける。人
前で話すことに不安を感じる人は多いが、不可
欠なスキルである。専門的な訓練を受けてもい
いが、女性の公的リーダーたちが人前で話す様
子をビデオで見て学ぶのもよい。

　以上から見えてくる重要なポイントは、支援
者と候補者は地続きだという視点、そして多様
な活動を無数の団体が細かく分業していること
であろう。

＊

＊＊

＊＊�その言動や生き方が、特に子どもや若者のよい手本となり、後に続きたいと思わせるような
人物。

しょうじ かおり　東京大学法学部卒業。コロン
ビア大学Ph.D（政治学）。2010年より現職。研究テー
マはアメリカの政党、選挙、市民運動。著書に『「い
ま」を考えるアメリカ史』（共著）（藤永康政・松原宏
之編著、ミネルヴァ書房、2022年）等。
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はじめに―女性弁護士について

　日本弁護士連合会（日弁連）は１９４９年に設立さ
れ、今年で７６年目に当たる。昨年２月の会長選
挙を経て、４月１日付けで初の女性会長となっ
た。日弁連の会長選挙は全国選挙で、全国の弁
護士会員に投票権があり、最多得票数を得る必
要がある。同時に全国５２の弁護士会のうち、３
分の１の弁護士会で多数を得る必要がある。現
在は東京だけで全弁護士数の半数を占めるが、
地方の弁護士会の意見を尊重するために設け
られた当選要件である。連合会という性質上、
やむを得ないものと思う。全国の弁護士会を
回り、支持を訴える活動は過酷なものであっ
た。
　また、２０２４年に初めて弁護士における女性割
合が２０％となり、９,０００人を超えた。私が弁護
士になった１９８３年は４％にすぎなかったことか
ら、約４０年でここまで増えたことになる。ただ
し、２０％を超えるのに、何年も足踏み状態が続
いていたことから、日弁連としての当面の目標
である３０％の達成はほど遠い。

女性法曹の先駆者たち

　昨年４月にNHKの連続テレビ小説「虎に翼」
が始まり、大きな話題となった。相乗効果とし
て、ありがたいことに私自身もマスメディアに
引っ張り出された。
　このドラマは、女性が弁護士にもなれなかっ
た時代、志をもって高等試験を受け、初めて合
格した３人のうちの一人である三淵嘉子氏を題
材にしていた。１９４０年に弁護士になった３人の

うち、三淵氏は戦後に裁判官となり、家庭裁判
所の礎を築いた。久米愛氏は東京で弁護士を続
け、日本婦人法律家協会（現在の日本女性法律
家協会）を創立し、長らく会長を務め、女性法
曹の地位向上に尽力した。もう一人の中田正子
氏は、東京から鳥取に移り、女性初の弁護士会
会長（鳥取県弁護士会）、日弁連理事を務めた。
弁護士会の会長も選挙で選ばれるのが原則で
あるが、中田氏は請われて無投票で当選した
ものと推察される。中田氏は鳥取における
ジェンダー平等の象徴として、また鳥取県弁護
士会のマスコットキャラクターである「まさこ
先生」として、同会のホームページで紹介され
ている。
　司法は、健全な社会の維持・発展にとって極
めて重要なインフラであり、社会における多様
性が司法にも反映されることが必要である。特
に、司法におけるジェンダーバイアス解消に向
け活動をしてきた女性弁護士の役割を考える
と、弁護士における女性の割合の確保は不可欠
である。

法曹とジェンダーギャップ指数

　先駆者である前掲の３人がそれぞれの立場で
ジェンダー平等のために努力され、その後も多
くの女性弁護士が訴えてきたにもかかわらず、
日本は今年の６月１２日に発表されたジェンダー
ギャップ指数が１４８カ国中１１８位と昨年同位とな
り、主要７カ国での最低順位が続いている。
　昨年は検察トップである女性検事総長も生ま
れたことと、弁護士トップも女性になったこと
で、少しは上昇しているのではないかと勝手に

ジェンダーギャップと政策実現
� 日本弁護士連合会会長　渕上 玲子
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期待していたが、司法分野は関係がないのかも
しれない。女性の労働参加率や組織を代表する
女性の比率等が改善したことで、経済分野のス
コアは上昇しているとされているところ、司法
界も少しでも貢献できたらよいのだが。といっ
ても、日弁連会長の任期は２年で、検事総長も
退任時期があり、いつまでも続くわけではな
い。
　結局、女性の政治参加が進まないことがジェ
ンダーギャップ指数低迷の原因ということにな
る。昨年１０月の衆議院選挙で衆議院の女性議員
割合が１１.０％から１５.７％に上昇したが、他国と
の差異は著しい。ジェンダーギャップ指数１位
のアイスランドは、女性議員割合が４６％を超え
るという。

選択的夫婦別姓の法制化に向けて

　日弁連会長の就任直後から、選択的夫婦別姓
の法制化に向けた活動を展開してきた。日弁連
の事務総長であった２０２１年にも最高裁の合憲判
決を受けて、同様の活動を行った。民法７５０条
は戦後改正され、婚姻時の夫氏強制から、夫婦
どちらかの氏でよいと一歩前進したものの、現
実には９５％もの女性が改姓をしているという結
果が続いている。
　現在、婚姻により同氏を強制されている国は
日本だけであり、別氏で子どもがかわいそうと
いわれている国はどこにもない。日本の戸籍制
度を壊すものでもない。同氏を希望する人、別
氏を希望する人に選択肢を与えるだけの制度で
ある。２０２５年の通常国会に野党法案が出されて
審議入りしたが、結局成立はしなかった。
　日弁連においても、これだけの活動になった
のは、女性弁護士が２０％を超えたこと、女性会
長として推進したことにあると考える。女性弁
護士は様々な場面で通称使用ができない不利益
を受け、長い間、通称使用拡大の運動をしてき

た。その結果、相手方が応じない場合が多数あ
ること、複数氏はテロ対策上問題とされるこ
と、通称姓の概念がない外国では理解されな
いことなど、通称使用には限界があることを
身に染みてわかっており、何より自己の氏を
人格権の問題として捉えているからにほかなら
ない。
　弁護士会における女性役員の比率がいまだ低
いと言われているが、その結果、選択的夫婦別
姓に関する運動は一時的なものにとどまり、法
制審議会から２８年、日弁連の中でも今回のよう
に高まることはなかった。

女性参政権80年に際して

　日弁連の施策と同様に、日本の議員の女性割
合が増えなければ、ジェンダー平等に関する施
策も放置されてしまうことになる。不利益を受
けている当事者のみならず、男性社会で不利益
を被ったことのない議員もまた、当事者の声を
聴き、想像力と共感力をもって我がことと考
え、不利益を受け続けている人々を救済するの
が、議員の役割ではないかと考える。
　女性参政権８０年という節目の年に当たり、多
様な意見が尊重される社会の実現を切に願うも
のであり、政治への女性参加に期待する。
　「虎に翼」は昨年９月末で終了したが、改めて
映画化されるという話も耳にする。どういう展
開になるかはわからないが、法の下の平等を訴
え続けた主人公・寅子が世の中の不条理に立ち
向かう時に使う「はて」ということばを再度聞け
ることを楽しみにしている。

ふちがみ れいこ　１９５４年長崎県生まれ。一橋大
学法学部卒。１９８３年東京弁護士会登録。２０１７年度
東京弁護士会会長、２０２０年度及び２０２１年度日弁連
事務総長、２０２４年 ４月より現職。



� 16

　以前この欄で、政治の現状は低く安定した投
票率とワンセットの関係あること、投票率が
5ポイント上昇すれば相当大きな変化の波が政
治に訪れるという政治学者たちの「私語」に言及
した記憶がある。「私語」と評したのはデータに
基づく議論ではなく、長年のカンに由来するも
のであったからである。
　投票率が参院選で6.5ポイント上昇した結果
明らかになったのは、低い投票率とワンセット
の関係にあったのは自公政権であったというこ
とである。改めて考えると、自公政権も随分長
く続いたことに気づかされる。総選挙毎に連立
の組み換えが行われるような国々からすれば、
まるで自民党政権が安定的に継続しているかの
ように誤解しても不思議はない。この安定性は
支持基盤が重ならなかったなどいくつかの原因
が考えられるが、今度の参院選の調査結果を見
る限り、自公両党とも新しい支持者を吸収するど
ころか、組織の防戦に追われたように見える。し
かも、これは今回「古い」政党に共通に見られる苦
戦の構図であった。若し、私の言う投票率の「底
打ち」や「反転」が今後も続くならば、自公政権の
再生は従来にも増して容易ではないであろう。
　自公政権の少数政権への転落という事実は事
実として、およそ政権を創ることは政党政治に
とって絶対的な任務である。それが出来なけれ
ば議会制は正統性を失う。そこでは、従来、政
権政党であることを自らのアイデンティティと
し、議席数において相対多数を有する自民党の
責任はむしろ重くなったともいえる。自民党が
いつまでも「石破降ろし」に時間を使っていたの
は政党政治の危機を放置し、内紛にエネルギー
を費やしているように見えても仕方がない。

　自民党からの連立政権の提案ということにな
れば、当面は自公政権の新版とでもいうべき政
権であろう。問題は自民党がどのような課題設
定をしてこれに臨むかであり、いわゆる表紙を
変える類の話ではない。何についてどれだけの
スケールの課題設定をするか、次の総選挙を念
頭に置いた底力が試される局面である。参院選
は衰弱の兆候のある自民党に多くの期待ができ
ないという声を国政に届けた。現役世代を中心に
国民は現状の改革を求めて動き始めている。自公
政権モデルがこれに応えられないということに
なれば、いよいよ次の策を考えなければならない。
　この間目立った議論に、今度の参院選を契機
に日本も多党制の時代に入るという指摘があっ
た。これは、保守勢力の多党化によって自民党
がこれまでのような大きな勢力たり得ないとい
う見通しと、いわゆる二大政党型の政治の一方
の極を担う立憲民主党の不振を根拠にした議論
である。この多党制論は西欧の多党制を念頭に
置いているようであるが、安易な類推は慎まな
ければならない。何よりも、EU加盟国において
はブリュッセルに強力なEU政府があり、各国政
府の機能は多くの制約の下にある。こうした権力
構造があってこそ、長い場合には総選挙後一年
以上にわたって綿密な連立交渉が続けられ得る
ことになる。このような権力構造の違いと総選挙
後直ちに新政権が発足するのは当然だと考える
日本の伝統とのギャップの大きさは気になる。ま
た、多党制といっても、中道に分厚い有権者層が
累積している場合と両極に有権者の大きな塊が
集積している場合では出てくる結果に大きな相
違がある。
　いずれにしろ、避けなければならないのは
「決められない政治」である。投票率が6.5ポイ
ントも上昇すると考えなければならないことが
変わり、あるいは増えてくる。会う人が口をそ
ろえて語るのは、現在の日本がこれまでなかっ
た程に多くの問題を抱えているという危機感で
ある。それを忘れてはならない。

新しい政党政治
の模索

コラム

明るい選挙推進協会会長　佐々木 毅
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高校3年生への選挙についてのアンケート調
査：山形県選管・明推協は、2024年第50回衆院
選における高校3年生の投票状況や選挙に対す
る意識等に関するアンケート調査を
実施し、39校1,116人から回答を得、
25年6月に結果を公表しました。

放課後児童クラブ、子ども食堂での活動：福
井市選管は、25年7月から8月にかけて5つの
児童クラブ（計約130人）で、小学校低学年を対
象に、どんな公園を作ろうかをテーマにした模
擬投票などを行いました。市政出前
講座メニューの「投票してみよう！」
に申し込まれたものです。
　若者啓発グループでは、福岡県で活動する
CECEUFが8月に放課後児童クラブで模擬投
票を、岐阜大学教育学部の学生で構成する
Novolt（岐阜県若者の選挙意識を高める会）が
子ども食堂で小学校4年
生から中学3年生を対象
に主権者教育を行いまし
た。

選挙啓発における記念日、強調月間など
「選挙無違反の日」　鹿児島県奄美市議会は1984
年に「選挙浄化市民宣言」を採択し、6月18日を
「選挙無違反の日」と定めました。奄美市明推協
は毎年この日に街頭啓発を実施。2025年は会員
31人が参加して、商店街など2か所で、「贈ら
ない！求めない！受け取らない！棄権しないで
明るい未来」などと書かれたティッシュを配り、
投票を呼びかけました。

「明るい選挙推進都市」　群馬県富岡市議会は
2006年9月26日に「明るい選挙推進都市」を宣言
しました。同年に合併による新富岡市がスター
トし、新市にふさわしい明るく正しい選挙を通
じて、真の民主政治の実現を期するとのことで
す。明るい選挙都市宣言、明るい選挙推進宣言

都市などは各地にみることができます。
「明るい選挙強調月間など」　名古屋市は11月を
強調月間として啓発活動に取り組んでいます。
ほかにも広島県（10月）、福井県（11月）、山梨県
（11月）、三重県（12月）、埼玉県飯能市（1月）な
どでも。啓発活動の基本である、身近な人たち
と少人数で政治や選挙をテーマに行われている
「話し合い活動」でも、例えば東京都文京区では
毎年10月と3月を強調月間として取り組んでい
ます。

女性参政権に関する企画：京都府立図書館は
「これからの選挙を考えよう～普通選挙法100年 
女性参政権80年～」と題し、25年5月23日～7月
23日、地下１階閲覧室に、普通選挙の開始当時
に刊行された書籍や、これまでの選挙の記録、
選挙の今を知るための図書等を集めたコーナー
を設置しました。

国会議員の調査研究広報滞在費：国会議員に
毎月100万円が支給される「調査研究広報滞在
費」の使途の公開や残額の返還などを義務づけ
た改正歳費法が、2025年8月1日施
行されました。衆議院サイト「制定
法律情報」

ドイツ連邦議会の新選挙制度：ドイツでは国
会下院の選挙制度が2023年に改められ、議員定
数を超える増員を防ぐために超過・調整議席が
廃止されるなどしました。25年2月に総選挙が
実施され、その結果と、新制度について指摘さ
れる問題等について、国立国会図書
館サイト「レファレンス895号」に解
説があります。

カンボジアの主権者教育センター：JICA（国
際協力機構）サイトに、「カンボジアには現在、
選挙管理委員会が運営する3つの主権者教育セ
ンターがあります。主権者教育センターは「民
主主義の啓発施設」の一つと言えますが、地域
の人々が自由に訪れ、「選挙」に関す
る様々なことを学べる場となってい
ます」と紹介されています。

短信
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協会事業　
新有権者パンフレット：9月上旬に全国の高校へ

配布したパンフレット「はじめの一歩、
はじめての一票」のPDFを、協会サイト
に掲載しましたのでご利用ください。
明るい選挙推進優良活動表彰：投票参加、きれ

いな選挙の推進、政治意識の向上に取り組む活動
で、他の模範とするにふさわしい活動を
表彰します。応募期限は10月31日です。
詳しくは協会サイトをご覧ください。
市区町村明推協研修会等開催支援事業：市区町

村明るい選挙推進協議会等が開催する
研修会等へ助成します。詳しくは協会
サイトをご覧ください。

主権者教育アドバイザー派遣：総務省選挙部
は、主権者教育に関する講演、出前授業、長期計
画の策定等の講師として、主権者教育アドバイ
ザー（32人）を派遣しています。総務省
サイトの派遣要綱を確認の上、事務局
を務めている協会までお問い合わせく
ださい。
協会のX「選挙のめいすいくん」：さまざまな啓

発情報を発信しています。選管や若者啓発グルー
プのXをフォロー・リポストしていますので、
さまざまな取り組みを視ることができます。
Voters89号：次号発行は12月10日で、特集テー

マは「SNSとのつき合い方」です。

表紙ポスターの紹介
明るい選挙啓発ポスターコンクール
文部科学大臣・総務大臣賞（令和6年度）
釜野 瑚雪さん　香川県立高松工芸高校2年（受賞時）
■評 小林 恭代
文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官
　投票用紙をもつ女性を見上げている少女は、過去の
自分でしょうか。大人になったら、自分の意志で投票を
しようというメッセージが伝わってきます。意図が明
確なうえに、見る人が温かな気持ちになれる作品です。

明るい選挙推進サポート企業制度
　明るい選挙推進運動は、第２次世界大戦後の民主
的な選挙の黎明期において、実業界、言論界などで
提唱され、国民運動としてスタートしました。この
歴史を踏まえ、また各企業におかれては多くの社員

（有権者）を抱えておられることに着目し、協会では
明るい選挙推進サポート企業制度を設けています。
社会貢献活動の一環として、支援をご検討くださ
い。サポート企業に対しては、当誌Votersや寄附
禁止周知などの啓発資料を提供するとともに、社員
研修などでの主権者教育に関する講演を実施しま
す（交通費実費負担）。
サポート会費のお願い
　協会は、フォーラム開催、資料作成、意識調査な
どを実施していますが、明るい選挙推進協議会によ
る会費、趣旨をご理解いただいている団体からの助
成金などで運営されています。活動にご理解いただ
きますとともに、サポート企業制度の安定的な実施
のため、サポート会費（一口10万円以上）による支援
をお願いしています。

寄附に対する税制上の優遇措置
　サポート会費は特定公益増進法人に対する寄附として、
優遇措置が適用されます（法人税法第37条第4項）。一般
寄附金の損金算入限度額①に加えて、特別損金算入限度
額②が設けられ、①と②の合計額が限度額となり、寄附
金合計額とのいずれか少ない額が損金に算入されます。
サポート企業として登録いただいている団体
・株式会社日本選挙センター（東京都千代田区）
　�選挙事務に関わる商品のトータルサポート
・株式会社ムサシ（東京都中央区）
　�名刺・カードプリント、金融汎用と選挙のシステム機

材の開発製造ほか
・�特定非営利活動法人選挙管理システム研究会（東京都

中央区） 選挙管理委員会が行う選挙管理の支援、使用
済投票用紙のリサイクル事業

・株式会社ジック（横浜市）
　�自動車事故などの損害調査、まちづくりなどの調査研

究、保険代理店、総合ITソリューション事業
・株式会社アクス（横浜市）
　自動車事故損害調査、行政等を対象とする調査研究
・株式会社社会調査研究センター（さいたま市）
　�世論調査や選挙調査の設計、実施、集計・解析とコン

サルティング。埼玉大学発ベンチャーの第1号

Voters（ボーターズ）：英語で｢有権者、投票者｣の意味
編集・発行　公益財団法人 明るい選挙推進協会
〒102－0082
東京都千代田区一番町13－3 ラウンドクロス一番町 ７ 階
TEL03－6380－9891
メールアドレス info@akaruisenkyo.or.jp
編集協力　株式会社 公職研






